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池尻･三宿の街 懇談会 

～補助 26 号線の交通開放をきっかけとして～ 
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Ⅰ．開会 

Ⅱ．説明 

１．池尻・三宿の街の状況 

２．アンケート調査結果  

Ⅲ．グループワーク 

Ⅳ．閉会 



  

会場内での注意事項  

１ 水分補給以外の飲食と会場内での喫煙はご遠慮下さい。 

２  携帯電話は電源を切るか、マナーモードにして通話はご遠慮下さい。 

３ 新型コロナウイルスの感染予防及び感染拡大防止のため、下記の事

項にご協力下さい。 

・ 出席者の皆様には、マスクの着用をお願いします。 

・ ウイルス感染の可能性のある方、体調のすぐれない方はご参加を

お控えください。 

・ 入口及び各テーブルに消毒液を設置しておりますので、手指消毒

の実施にご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

＜厚生労働省パンフレットより抜粋＞ 

【個別にご相談・ご要望がある方は下記までお問い合わせください】 

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課（担当：鍋坂、金濱、長谷川） 

住所：〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27 

（第一庁舎４階 41番窓口） 

電話：03-5432-2872 FAX：03-5432-3055 



池尻･三宿の街 懇談会
〜補助26号線の交通開放をきっかけとして〜

令和５年２⽉１２⽇（⽇） 世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課

1

現在の街の状況について、調査した結果をご報告する
とともに、皆さまが感じておられる課題やご意⾒を
おうかがいすることが本懇談会の目的です。

■ 懇談会の開催目的 2

街を取り巻く状況
今回開放された区間 南側の商店街の区間

今回開放された区間

北沢川緑道と池尻北広場



◇対象区域
・補助26号線の道路計画線から

おおむね30ｍの範囲を含む区
域

◇参加者
・対象区域内で居住･就業･営業

されている方
・補助26号線の道路計画線から

おおむね30ｍの範囲内に土地･
建物を所有されている方

■ 懇談会の対象範囲 3

北沢川緑道

・池尻
まちづくり
センター等

三宿小学校・

・三宿地区会館

烏山川緑道

・多聞小学校

補助２６号線（三宿）
※R4.10.27に交通開放

■ 本⽇の進め方 4

１．街の状況について
「 道路･交通」「 街並み･みどり」「防災」

２．アンケート調査結果

グループに分かれて、
「道路･交通」「街並み･みどり」「防災」の
テーマごとに意⾒交換

【 説 明 】

【 グループワーク 】



１．街の状況について

5

テーマ１︓道路･交通

6



◇路線名
・東京都市計画道路

補助線街路第26号線

◇起点
・品川区東大井一丁目

◇終点
・板橋区氷川町

◇総延⻑
・２２.４ｋｍ

■ 補助26号線 7

※出典︓⼯事説明会資料（H30.6）

補助26号線（三宿）
◇起点︓三宿⼆丁目
◇終点︓池尻四丁目
◇延⻑︓４４０ｍ

多聞小

■ 道路管理者［北側エリア］ 8

①

⑥

③

鮫洲大山線
(都道）

①淡島通り

⑤

⑥新たな交差点

④

◇管理者別道路現況図

②淡島通りとの交差点

②

③副道部分 ④新たな交差点

⑤歩行者･自転車道



④歩道 ⑤郵便局前の交差点

③三宿･池尻交差点

②鮫洲大山線

多聞小

①玉川通り

◇管理者別道路現況図

三宿小

■ 道路管理者［南側エリア］ 9

②

③

⑤

鮫洲大山線
(都道）

④

①

多聞小

■ 道路幅員［北側エリア］ 10

②

③

多聞小

鮫洲大山線
(都道）

③鋭角に交差する道路

②鋭角に交差する道路

④通過交通の見られる道路※

①北沢川緑道沿い道路

①

④

※アンケート調査で多くの
ご指摘をいただきました

◇幅員別道路現況図



■ 道路幅員［南側エリア］ 11

①

②

④

③

③幅員４ｍ未満の道路

②鮫洲大山線

④行き止まり道路

①烏山川緑道

三宿小

鮫洲大山線
(都道）

多聞小

◇幅員別道路現況図

◇負傷事故発生地点

多聞小

三宿小

◇死亡事故発生地点

■ 交通事故 12

※出典:交通事故発生
マップ（警視庁）

三宿小

多聞小



テーマ２︓街並み・みどり

13

① ②

③

⑥

④

⑦

⑨

⑤

⑧

⑩

■ 建物用途の制限 14

◇都市計画法に基づき、地域別に用途地域（全13地
域）が定められ、建物用途等が制限されている

◇用途地域ごとの建築可能な用途は、以下の通り

用途地域 住宅
公共
施設

店舗 事務所

③
第一種中高層
住居専用地域

○ ○
床５００㎡以下

２階以下
×

②⑤⑥
第一種住居地域

○ ○ 床３,０００㎡以下 床３,０００㎡以下

④
準工業地域

○ ○ ○ ○

①⑦⑧
近隣商業地域

○ ○ ○ ○

⑨⑩
商業地域

○ ○ ○ ○

※ホテル･旅館、スポーツ施設（ゴルフ練習場等）は事務所と同様

※１３地域のうち関連する５地域を抜粋

補助２６号線



■ 補助26号線沿道の建物用途 15

※資料︓R3年度土地利用現況調査

事務所等

スーパー

大規模マンション

商業施設等

① ②

③

⑥

④

⑦

⑨

補助２６号線

⑤

⑧

⑩

用途地域
建ぺい率
/容積率

高さ制限

高度地区
地区

計画等
備考

（概ねの階数）

①近隣商業地域 ８０/２００％ ２５m第２種 － ８階建

②第一種住居地域 ６０/２００％ ２５m第２種 － ８階建

③第一種中高層
住居専用地域

６０/２００％ １９m第２種 － ６階建

④準工業地域 ６０/２００％ ３１m第２種 － １０階建

⑤第一種住居地域
６０/２００％

１９m第２種 － ６階建

⑥ 〃 １９m第２種 １５ｍ ５階建

⑦近隣商業地域

８０/３００％

３１m第３種 ２０ｍ ６階建

⑧ 〃 ３１m第３種
２０ｍ

条件付で
３５ｍ

６階建

⑨商業地域
８０/５００％ －

２５ｍ ８階建

⑩ 〃 ４０ｍ １３階建

■ 建物の大きさに関する制限 16

※高さ制限等が重複する場合は、厳しい方の制限が適用されます。
※商業系用途地域以外では、最低敷地面積（６０㎡）も定められています。



建築面積

敷地面積

◇建ぺい率

＝建築面積÷敷地面積

×100（％)

■ 容積率、建蔽率とは︖ 17

◇容積率

＝延べ面積 ÷敷地面積

×100（％)

敷地面積

延べ面積
（各階床面積

の合計）

■ ⾼度地区とは︖ 18

◇第２種高度地区

（絶対高さ１９ｍの場合）

◇第３種高度地区

（絶対高さ２５ｍの場合）

真北方向

1

1.25

0.6
1

８ｍ

約２１ｍ

●２０ｍ

●１０ｍ

２５ｍ

建築可能な範囲

▲
隣地境界線（反対側の道路境界線）

1

1.25

0.6
1

８ｍ

●１５ｍ

●５ｍ

約１５ｍ

１９ｍ

建築可能な範囲

▲
隣地境界線（反対側の道路境界線）



■ その他の制限（地区計画等による） 19

◇池尻四丁目･三宿二丁目地区

※地区計画：H15.11決定
※地区街づくり計画：H7.4決定

※地区街づくり計画：H30.4決定

※地区計画：H21.5決定
※地区街づくり計画：H21.5決定

◇三宿一丁目地区

池尻四丁目･
三宿二丁目地区

三宿一丁目
地区

池尻
三丁目
西地区

◇池尻三丁目西地区

③

⑥

④

⑦

⑨

⑤

⑧

⑩

地区計画等
地区名

用途
地域

壁面の
位置の制限

形態･色彩･
意匠の制限

垣さく

池尻四丁目･
三宿二丁目

①近商 －

－

コンクリート
ブロック塀等
禁止（60ｃｍ
以下除く）

②一住 隣地境界線から
50cm以上（敷地
60㎡未満除く）③一中高

－
④準工

－ － －
⑤一住

三宿一丁目

⑥一住 －
屋外広告物等で光
源は設置禁止等 コンクリート

ブロック塀等
禁止（１ｍ未
満除く）

⑦近商 －

⑨商業 －

屋外広告物等で、
周辺環境に悪影響
を及ぼす光源は設
置禁止

池尻三丁目
西

⑧近商 －

建築物の屋根･外
壁は原色を避け落
着いた色彩

屋外広告物等で、
周辺環境に悪影響
を及ぼす光源は設
置禁止

コンクリート
ブロック塀等
禁止（60ｃｍ
以下除く）⑩商業 －

■ その他の制限（地区計画等による） 20

① ②

池尻四丁目･
三宿二丁目地区

三宿一丁目
地区

池尻
三丁目
西地区



■ 補助26号線沿道の街並み 21

②

④

①

③

②第一種住居地域①第一種中高層住居専用地域

③近隣商業地域 ④商業地域

北沢川緑道

烏山川緑道

三宿の森緑地

北沢川緑道

■ 公園･広場等 22

池尻北広場（約６００㎡）

池尻三丁目公園（４,１６０㎡）

烏山川緑道

◇都市公園等分布図

◇人口当たり公園面積
（都市公園＋身近な広場）
世田谷区 １.９８㎡/人
４町丁目

※三宿１･２丁目
池尻３･４丁目

０.９１㎡/人

淡島通り公園（約２７０㎡）◇都市公園等分布図



民地内のみどり

■ みどり 23

北沢川緑道

◇みどり面分布図 道路内のみどり

池尻４丁目

池尻３丁目
三宿１丁目

三宿２丁目

※出典：R3みどりの
資源調査

◇みどり率
世田谷区 ２４.３８％

三宿１丁目 １１.４２％
三宿２丁目 １８.５５％
池尻３丁目 １３.４７％
池尻４丁目 ２１.０４％

三宿の森
緑地

■ 公園･広場等■ 補助26号線沿道の空地 24

池尻三丁目公園（４,１６０㎡）



テーマ３︓防災

25

■ 防火対策のため､建物に求められる性能① 26

＜準防火地域＞

＜防火地域＞

＜新たな防火規制＞

防火地域

新たな
防火規制

準防火
地域

・建物の密集度が⾼い地域や幹線道路沿いな
どで、火災被害を広げないための建築制限
があります。

※延べ面積が50㎡以下の平屋建の附属

建築物で、外壁及び軒裏が防火構造

のものならば建築可能

４階
以上

耐火建築物等

３階 準耐火建築物等

２階

１階

延べ面積５００㎡

防火構造等の

建築物

１,５００㎡

４階
以上

耐火建築物等

３階

準耐火建築物等
２階

１階

延べ面積５０㎡ ５００㎡

※

４階
以上

耐火建築物等
３階

準耐火
建築物等

２階

１階

１００㎡

※

延べ面積５０㎡



■ 防火対策のため､建物に求められる性能② 27

特徴 主な構造 耐火性能

耐火

建築物

準耐火建築物より

もさらに耐火性能

を高めた構造

鉄筋コンクリート造、

鉄骨造（壁･柱･床等に

防火被覆）など

※木造も性能

を満たせば

可能

・主要な構造部（壁･柱･床･はり･

屋根･階段）にも耐火性のある材

料を使用

・火災に耐える時間（４階建以下

の場合）

外壁･柱･床等：６０分間

屋根･階段 ：３０分間

準耐火

建築物

建物全体が火災で

崩れにくく、より長

い時間周囲から火

をもらわず、周囲

にも火を出さない

構造

鉄骨造、

木造（壁･柱･

床等に防火

被覆）など

・主要な構造部（壁･柱･床･はり･

屋根･階段）にも耐火性のある材

料を使用

・火災に耐える時間

外壁･柱･床等：４５分間

屋根･階段 ：３０分間

防火

構造等

建物外側のみが火

に強く、一定時間

周囲から火をもら

わない構造

木造（外壁

モルタル塗

り）など

・外壁･軒裏のみ耐火性のある材料

を使用

・火災に耐える時間

外壁･軒裏：３０分間

強

燃
え

に
く
さ

弱

※資料︓R3年度
土地利用現況調査

■ 建物構造の状況 28

◇構造別
建物現況図＜補助26号線北側＞

・補助26号線の北側エリア
は、⼾建住宅が多く、防火
造や準耐火造が多い

・⽊造も散⾒される

＜補助26号線南側＞
・店舗･事務所が⽴地してお

り、大半が耐火造
・沿道を離れると準耐火造

や防火造が多い

＜玉川通り＞
・大規模な建物が多く、大

半が耐火造



池尻三丁目

三宿二丁目

三宿一丁目

■ 不燃化率 29

※資料：令和３年度土地利用現況調査

※不燃化率＝（耐火建築物建築面積＋準耐火

建築物建築面積×0.8）／全建築物建築面積

延焼遮断帯

池尻四丁目

Ｈ２８
年度

Ｒ３
年度

増減
（Ｒ３-Ｈ２８）

世田谷区 ５８.８％ ５９.８％ ＋１.０ ﾎﾟｲﾝﾄ

三宿一丁目 ６４.４％ ６８.４％ ＋４.０ ﾎﾟｲﾝﾄ

三宿二丁目 ６１.３％ ６６.０％ ＋４.７ ﾎﾟｲﾝﾄ

池尻三丁目 ７６.２％ ７８.３％ ＋２.１ ﾎﾟｲﾝﾄ

池尻四丁目 ７２.４％ ７８.２％ ＋５.８ ﾎﾟｲﾝﾄ

＜不燃化率の推移＞ ◇構造別
建物現況図

※出典：地震に関する地域危険度測定調査（R4.9）

※建物倒壊危険度：建物量･構造･建築年代、地盤の状

況等から、建物倒壊棟数を測定してランク付け

※火災危険度：出火の危険性（火気器具等使用状況、

地盤等）、延焼の危険性（建物量、構造、公園等）

から、全焼棟数を測定してランク付け

※総合危険度：建物倒壊危険度及び火災危険度に、災

害時活動困難係数（道路･公園等の活動空間の不足率、

避難等に有効な道路ネットワークの不足率等）を乗

じてランク付け

■ 地域危険度 30

＜総合危険度ランク＞
建物倒壊
危険度

火災
危険度

総合
危険度

三宿一丁目 ２ ３ ３

三宿二丁目 ２ ２ ２

池尻三丁目 ２ ２ ２

池尻四丁目 １ ２ ２

危険性が高い

池尻三丁目

三宿二丁目

三宿一丁目

池尻四丁目



２．アンケート調査結果

31

■ アンケート調査概要 32

◇対象区域（調査票の配布範囲）
・補助26号線の道路計画線からおおよそ

30ｍの範囲を含む区域

◇対象者
・対象区域内に居住･就業･営業されてい

る方
・補助26号線の道路計画線からおおよそ

30ｍの範囲内の土地･建物所有者

◇調査期間
・令和４年１２⽉８⽇〜2８⽇

◇回収結果
・配布数 ３,７６２件
・回収数 ５９５件
・回収率 約１６％

北沢川緑道

・池尻
まちづくり
センター等

三宿小学校・

・三宿地区会館

烏山川緑道

・多聞小学校

補助２６号線（三宿）
※R4.10.27に交通開放
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7 

5 

3 

4 

0 20 40 60 80 100

居住している

土地又は建物を所有している

土地又は建物を貸している

店舗･事務所等を経営している

店舗･事務所等で就業している

その他

■ アンケート調査結果 33

◇回答者の属性

0.7 

5 

12 

16 

24 

18 

24 

（％）

（n=594）

問．あなたの年齢は︖
・回答者の年齢は２０歳代以下は少

ないが、３０歳代以上は各年代と
も１〜２割強を占める

問．あなたと地域の関わりは︖
・回答者の大半が居住者である
・土地･建物所有者も３割を占める

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳以上

（％）

（n=591）

■ アンケート調査結果 34

◇回答者の属性
問．あなたと関わりのある場所は︖
・回答者の居住地等は、池尻４丁目

が最多（36％）で、三宿１･２丁
目もそれぞれ３割程度を占める

問．左記は26号線に接しているか︖
・居住地等の場所が、補助26号線に

接している方が約４割、道路計画
線から20ｍの範囲内の方が約３割
を占める

（％）

（n=590）

17 

36 

26 

30 

1 

0 20 40 60

池尻３丁目

池尻４丁目

三宿１丁目

三宿２丁目

その他

（％）

（n=592）

37 

30 

32 

3 

0 20 40 60

接している

接していない

分からない

接していない（補助２６号線（三宿）の

道路計画線から２０ｍの範囲内）
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65 

45 

21 

12 

3 

2 

0 20 40 60 80

鉄道やバス利用等による都心へのアクセスが便利な街

烏山川･北沢川緑道等によるみどり豊かな街

沿道に商業・業務施設等が増えた賑わいのある街

特になし

その他

低層住宅と中層住宅の調和が図られた

落ち着きのある閑静な住宅地

緊急車両等が円滑に通行でき沿道の建替え

（不燃化）が進んだ防災性の高い街

（％）

（n=593）

鉄道やバス利用等による都心へのアクセスが便利な街

烏山川･北沢川緑道等によるみどり豊かな街

沿道に商業・業務施設等が増えた賑わいのある街

特になし

その他

■ アンケート調査結果 35

◇本地域の良い点について

【主な⾃由意⾒】
・スーパー、郵便局、美容院等、⽣活に便利な店舗が近くにある
・買物･⾷事に便利
・有名な店が多く、話題性がある
・ブランド感がある など

低層住宅と中層住宅の調和が図られた
落ち着きのある閑静な住宅地

緊急車両等が円滑に通行でき沿道の建替え
（不燃化）が進んだ防災性の高い街

46 

29 

26 

25 

13 

16 

13 

0 20 40 60 80

狭い道路や行き止まり道路が多い

敷地の細分化（分割）が進んでいる

老朽･木造建物が多く震災時の倒壊･火災の発生が不安

買い物や余暇等の生活を楽しむ場が少ない

沿道に新しい建物が増えて住環境が悪くなった

特になし

その他

（％）

（n=586）

【主な⾃由意⾒】
○道路･交通
・狭い、⾒通しの悪い道路が多い
・セットバックが進まない
・電柱が邪魔
・⽣活道路の⾞の交通量が多い

■ アンケート調査結果 36

◇本地域の問題点について

※補助２６号線関連のご意見は次頁以降

○生活環境等
・子どもが安心して遊べる公園等がなくなった
・ワンルームマンションが増えた
・お店の前や道路にゴミが多く、街全体が汚い
・飲⾷店や酔っ払いが、深夜･早朝までうるさい
・夜道が暗く怖い

狭い道路や行き止まり道路が多い

敷地の細分化（分割）が進んでいる

老朽･木造建物が多く震災時の倒壊･火災の発生が不安

買い物や余暇等の生活を楽しむ場が少ない

沿道に新しい建物が増えて住環境が悪くなった

特になし

その他



○補助２６号線の課題（交差点以外）
・交通量が増えて騒⾳、振動が気になる
・路上駐⾞が多い
・時間パーキングは⾒通しが悪い
・⾞道･歩道を⾛⾏する⾃転⾞が危険
・副道は、⾞のスピードが出ており危険
・スーパー周辺も歩道･⾃転⾞道の整備、

無電柱化を進めてほしい
・ベンチを設置してほしい
・区や⺠間のレンタサイクルのスポット

が設置されると良い

○２６号線の課題（交差点関連）
＜新たな交差点（北側）＞
・北沢川緑道の位置とずれていて不便
・万年塀や路上駐⾞等で⾒通しが悪い
・横断できる時間が短い
＜新たな交差点（南側）＞
・交差する区道に信号、ミラーがなく、

非常に危険
・通学路であり早急に対応してほしい
＜三宿･池尻交差点＞
・交通量が増え右折時間が短くなった
・右折信号等を検討してほしい
＜その他＞
・横断歩道を増やしてほしい
・時間パーキングメーターの駐⾞スペー

スは⾒通しが悪く危険

■ アンケート調査結果 37

◇⾃由意⾒（道路･交通について①）

■ アンケート調査結果 38

◇⾃由意⾒（道路･交通について②）
○その他の道路
・狭い道路、⾏き⽌まり道路、⾒通しの

悪い道路が多い
・三宿･池尻交差点から多聞小学校に抜け

る道路、多聞小学校から烏⼭川緑道北
川を抜ける道路は、交通量が多く危険

・補助26号線以外の道路の交通量を減少
させる取組みを進めてほしい

・建替えてセットバックしても、道路の
舗装や電柱がそのままで通⾏が不便

○バス路線
・バスが通ると嬉しい（渋谷駅、三軒茶

屋駅、北側の井の頭線･小田急線･中央
線、南側の東急東横線方面等）

・バス路線はいらない

○２６号線整備に対する意⾒（賛成）
・とても便利になった
・買物に⾏きやすくなった
・歩道･⾃転⾞道が分かれているのが良い
・街並みや⾒通しが良くなった
・補助２６号線の淡島通り北側も早く整

備してほしい
・家の前の道路の⾞の交通量が減少した
・他の道路の交通量が減ることを期待

○２６号線整備に対する意⾒（反対）
・必要性が分からない、不便になった
・これまでの通りを無視した造りになっ

ている
・道路整備のための費用は防災･福祉･緑

化等に使うべきである



○２６号線沿道の店舗等
・店舗･飲⾷店等を増やし、賑わいをつ

くってほしい
・個性あふれるお店、おしゃれなお店、

⽣活必需品関連の店舗等がほしい
・貸し店舗やテナントがない

○２６号線沿道の空地
・フェンス、⼯事用足場、三角コーン等

で、街の美観が損なわれている
・植栽･ベンチの設置、公園の整備等に有

効に利用してほしい
・活用方法が決まっているなら教えてほ

しい

■ アンケート調査結果 39

◇⾃由意⾒（街並･みどりについて）
○公園･広場
・緑が多く、公園があり住みやすい
・緑道が分断された
・池尻北広場が小さくなった
・池尻北広場の出⼊⼝の植栽の背が⾼く、

子どもの飛び出しが心配

○みどり
・沿道の緑化を進めてほしい
・緑道の⽼⽊化した桜を植替えてほしい
・道路植栽をきちんと管理してほしい

○ゴミ等
・歩道のゴミ集積場所が汚い
・ゴミのポイ捨て等で街が汚い
・落書きがみられる

○その他
・街灯が疎らで暗い場所が多い
・夜道が暗く一人歩きは怖い
・ワンルームマンションが増えている
・飲⾷店が深夜･早朝まで騒がしい
・早朝の通学時間帯に泥酔した人が歩い

ている
・店前の不法投棄が多く汚い
・飲⾷店が増え、治安悪化が不安

○防災
・接道条件で建替えが出来ずに、⽼朽化

した建物が目⽴つ
・狭い道路や⽼朽化した⽊造建物が多く、

地震･火災等の災害が心配
・⾼さ制限や建蔽率の緩和等を考えない

と、本当の不燃化にはならない
・水害が心配

■ アンケート調査結果 40

◇⾃由意⾒（防災･その他について）



グループワーク

41

■ グループワークの進め方 42

①付箋紙に、各テーマにおける良い点や
問題点等の意⾒を記⼊する

②記⼊した意⾒を、順番に発表し、
テーブルの地図に貼り付ける

３テーマの意⾒交換終了後に、意⾒をとりまとめ、
各グループの意⾒を発表

【 ご参加の皆さま 】

【 事務局 】



■ グループワークのテーマ 43

◇テーマ１ ︓ 道路･交通に関すること

色の付箋に意⾒を記⼊

◇テーマ２ ︓ 街並み･みどりに関すること

色の付箋に意⾒を記⼊

◇テーマ３ ︓ 防災に関すること

色の付箋に意⾒を記⼊

⻘

緑

赤

１０分間

１０分間

１０分間

ま と め

テーマ１︓道路･交通

44

・２分間、思いつくことを付箋に記⼊してください

・２分経過したら、記⼊が終わった方からグループ内で発表
して、地図上に貼り付けてください

・特定の場所に対する意⾒でない場合は、地図上の余白に貼
り付けてください。



テーマ２︓街並み･みどり

45

・２分間、思いつくことを付箋に記⼊してください

・２分経過したら、記⼊が終わった方からグループ内で発表
して、地図上に貼り付けてください

・特定の場所に対する意⾒でない場合は、地図上の余白に貼
り付けてください。

テーマ３︓防災

46

・２分間、思いつくことを付箋に記⼊してください

・２分経過したら、記⼊が終わった方からグループ内で発表
して、地図上に貼り付けてください

・特定の場所に対する意⾒でない場合は、地図上の余白に貼
り付けてください。



グループ発表

47

本⽇は、ご参加いただき

ありがとうございました。

48

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課 事務局一同



『池尻･三宿の街 懇談会』アンケート 

※ご意見、ご感想など、ご自由にお書きください。今後の参考にさせていただきます。 

※このアンケートは、当該地域における取り組み以外の目的では使用いたしません。 

※お帰りの際に、出口で事務局スタッフへ提出してください。 

※後日提出される方は、郵送・ＦＡＸで２月２０（月）までに、下記送付先へお送りください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よろしければお名前等をご記入ください。 

お名前      ご住所 

 

電話番号      ファックス番号  

■ 補助２６号線沿道（池尻･三宿）の街づくりに関するご意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 本日の懇談会に参加して思ったことなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【アンケート送付先】 

世田谷区 世田谷総合支所 街づくり課（担当：鍋坂、金濱、長谷川） 

住所：〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27（第一庁舎４階 41番窓口） 

電話：03-5432-2872 FAX：03-5432-3055 


